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　農業用水路への通水が５月初旬からはじまります。農業用水路には、
かんがい用水や雨などの影響で大量に水が流れ込みます。水路への転落
事故につながる恐れもあり大変危険です。事故を未然に防ぐためには、
日頃から家庭、学校、保育所・幼稚園などでも頭首工、用排水路付近な
どの危険な場所に近づかないように注意を呼びかけることが大切です。

子供たちが、水路のそばで遊んでいるのを見かけたら、進んで声

をかけてあげましょう。

農業用排水路への  転落事故を防ごう外

 ■問い合わせ先■
 狩場利別土地改良区　察013７-82-０２４４

　　　景観法に基づく届出制について

　道では、良好な景観の形成のため、景観法第１６条の規定に基 づく届出制度を４月１

日から施行しています。

　一定規模の建築物の建築及び工作物の建設並びに開発行為を行う場合は知事への届

出が必要となり、良好な景観を著しく阻害する場合は必要な措置を勧告等することが

あります。

　詳しくは支庁担当係までお問合せください。

■問い合わせ先／檜山支庁産業振興部建設指導課まちづくり係　殺０１３９−５２−６６３０ 

場　所日　程

大成総合支所６月１０日(水)

瀬棚総合支所８月５日(水)

役場本庁１０月７日(水)

役場本庁１２月２日(水)
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戸籍の窓口
（３月１日〜３月３１日届出）

　この欄に掲載をしている方は、本人または

ご家族の了解を得ています。

人口と世帯

３月末現在（前月比）

（−６５）10,１０７人人 口

（−２２）4,７８８人男

（−４３）5,３１９人女

（−１）4,６３１世帯世 帯

お誕生おめでとう 　　　　

○近藤　 隼冬  く  ん　（省世）二　俣
は や と

○鈴木　 廉人  く  ん　（涼平）豊　岡
れ ん と

○山田　 芽衣  ちゃん　（太一）元　浦
め い

ご結婚おめでとう　　 　　

　大脇　弘行 さん　愛知

　工藤　香織 さん　三本杉

　杉村　達也 さん　上浦

　竹内沙也香 さん　上ノ国町

おくやみ申し上げます 　　

○吉田　祐二 さん　（５４歳）西丹羽

○本井　ケイ さん　（７４歳）愛　知

○小林　裕子 さん　（69歳）　 都

○堀部　金市 さん　（87歳）久　遠

灼

灼

「町民いこいの家」

入浴料改定のお知らせ
　

　６月１日から、「町民いこいの家」の大人料金が改正されます。

                   　    　現　行　  →　  改定後

◆大人一回券           ３００円                ３３０円

◆大人回数券      ３，０００円           ３，３００円

　（１１枚綴り）

●改定前の回数券をお持ちの方は、利用される際に差額が必要と

なります。

　（＊中人、小人、高齢者、身体障害者の入浴料金につきましては変更

　　ありません。）

　■問い合せ先

　　町民福祉課環境衛生係（℡８４−５１１１）

　　　　　犬の放し飼いは、やめましょう！！

 ■法律・条例等■
 北海道動物の愛護及び管理に関する条例、町畜犬取締及び
 野犬掃とう条例により適正な飼養が義務付けされています。

 こわい！
あぶない

！

犬の放し飼いは、農作物やごみを荒らし

たり人にかみつくなど、他人に迷惑をか

け、苦情や事故の原因になります。

自分は良くても他人に迷惑をかけている

ことがあります。ご注意ください。

年金係からのお知らせ 　　　　                      　　

■問い合わせ先／函館社会保険事務所 殺 ０１３８-５６-１１６5
・本庁町民児童課戸籍年金係 [担当/尾野] 殺 0137-84-5111（内線１１３7）
・瀬棚総合支所総務税務課戸籍年金係 [担当/竹内] 殺 0137-87-3311（内線3115）
・大成総合支所町民福祉課戸籍年金係 [担当/萩原] 殺 01398-4-5511（内線２１５８）

国民年金任意加入制度について

　国民年金制度は、原則として２０歳から

６０歳までの４０年間の加入・納付状況に

よって年金額が決定されます。　保険料

免除期間がある場合や、やむを得ない事

情により過去に納められなかった期間

がある場合、国民年金に加入していない

期間があるなど満額の年金を受け取る

ことができない方が、ご本人様の申出により、任意で国民年金に

加入し、年金額を増額することができます。

①日本国内に居住する６０歳以上６５歳未満の方

②老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていない方

③２０歳から６０歳までの年金保険料の納付月数が４８０ヶ月未満の方

①から③までのすべての条件を満たす方が対象です。

＊任意加入の保険料納付方法は、原則口座振替になります。


